
　松本市のシンボ
ル国宝松本城の周
辺に位置する城西
部会（【城西】【開智】
【北深志】【丸の内】地
区）。行政、商業の中心的な役割を担う一方、
年間を通じて大勢の観光客の姿が見受けられ
ます。こちらには松本城の他にも松本市役所、
松本税務署、日本銀行松本支店などの重要な
機関が集まり、昔も今も行政・金融の中心と
して地域の発展をけん引してきました。
　また、松本市街地の豊かな水資源を象徴す
るように、この地域にも点在する井戸や湧き
水は訪れた人々に潤いと安らぎを与えていま
す。（大沢利充編集委員）
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　皆様にご協力いただきました「税に関するアンケート」集計結果をご報告いたします。
　昨年12月22日に閣議決定された「平成29年度税制改正の大綱」は、我が国経済の成長力の底上げの
ため、個人所得課税改革としての配偶者控除・配偶者特別控除の見直しとともに、経済の好循環を促
す観点から、所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促進税制の拡充などが盛り込まれて
います。
　税制改正大綱と並んで閣議決定した平成29年度予算案は、経済再生と財政健全化の両立を基本に、
一般会計総額は過去最高の約97兆５千億円を計上しました。歳入のうち、税収の見積約57兆７千億円、
新規国債発行額約34兆４千億円は、前年度予算とほぼ同額です。
　一方、歳出のうち、一般歳出では、社会保障費の伸びを「年平均で５千億円増」に抑制するという
政府目標は達成できたものの、その総額は前年度比0.9％増の約58兆４千億円で、年々増えています。
　歳出が増え続ける中、税収は経済環境と企業業績を反映して伸び悩み、消費税率引上げの再延期と
軽減税率導入などによる影響で財政健全化への見通しは不透明なままです。
　これらの状況を踏まえ、次の二つについておうかがいします。
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取引相場のない株式の評価

〔会社の税務 よろず相談室○110 〕

�　父が亡くなり、父から我が社の株式を相続し
ました。我が社の株式は、取引相場のない株式で
すが、相続税ではどのように評価すればよいの
か教えて下さい。（相続財産や贈与財産の評価）

�　取引相場のない株式（「上場株式」及び「気配
相場等のある株式」以外の株式）の評価方法に
は、（１）贈与や相続等で取得した株主がその会
社の経営支配力を持っている同族株主（注）の
場合に適用する原則的評価方式と、（２）それ以
外の株主等の場合に適用する特例的な評価方式
である配当還元方式、（３）会社が一定の要件に
該当する場合に「特定の評価会社」として適用
される評価方法があります。

（１）原則的評価方式

　株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、
及び取引金額により大会社、中会社又は小会社に
区分して、次の様な方法で評価します。
（大会社）類似業種比準方式：類似業種の株価を
基に、一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及
び「純資産価額（簿価）」の３つで比準して評価し
ます。ただし、納税義務者の選択により純資産価
額方式により評価することもできます。
（小会社）純資産価額方式：会社の総資産や負債
を原則として相続税の評価に洗い替えて、総資産
から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を
差し引いた残りの金額で評価します。ただし、納
税義務者の選択により類似業種比準方式と純資産

価額方式との併用方式により評価することもでき
ます。
（中会社）類似業種比準方式と純資産価額方式と
の併用方式にて評価します。

（２）特例的な評価方式

　会社の規模に関わりなく、配当還元方式を適用
します。この方式は、株式を保有することで受け
取る一年間の配当金額を、一定の利率（10％）で
還元して元本である株式の価額を評価します。

（３）特定の評価会社の株式の評価

　対象となるのは、（イ）類似業種比準方式で用い
る配当金額、利益金額、純資産価額（簿価）のう
ち、直前期末においていずれか２つがゼロであり、
かつ直前々期末でいずれか２つ以上がゼロである
会社や、（ロ）総資産価額中の株式等や土地等の価
値が一定の割合以上の会社等、（ハ）株式を取得し
た時点で開業後３年未満の会社、（ニ）開業前又は
休業中の会社、（ホ）清算中の会社です。（イ）～
（ニ）については純資産価額方式、（ホ）は清算分
配見込額により評価します。なお、（イ）～（ハ）の
会社で同族株主以外の株主等については配当還元
方式で評価することとされています。
（注）「同族株主」とは、課税時期における評価会
社の株主のうち、株主の１人及びその同族関係者
の保有する議決権の合計数が、その会社の議決権
総数の30％以上である場合のその株主、同族関係
者を同族株主といいます。ただし筆頭株主グルー
プが50％超の議決権を保有する場合には、他に
30％以上保有するグループがいても50％超保有す
るグループだけが同族株主となります。

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、山口侑子

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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　安曇野市豊科高家にあり
ます㈲高山自動車板金様は
大型トラックの架装（お客
様の用途に合わせた加工）
や修理、近年は小型車の取

り扱いもされております。�山代表が会社員時代に習
得された整備士の技術と経営力で昭和55年に創業。確
かな仕事で地元の顧客の信頼を集め、近く40周年を迎
えます。
　�山代表はおよそ50年前に誕生した山雅サッカーク
ラブの創立メンバーで、初代10番、フォワードとして
活躍されたことを知る方も多いところです。今はサポ
ーターとしてチームを応援していますが、長い間途切
れることなく活動を続けてくれた仲間や後輩への感謝
を忘れません。取材では当時サポーターだった奥様と
の結婚話も披露してくださ
いました。また、�山代表
は相撲もお好きで、東京相
撲甚句会の知人を通じ、角
界とも親交が深く、国技館
での観戦応援もかかされま
せん。
　当会豊科部会長も務めて
いただき、部会役員の方々
と力を合わせて活発な部会
活動を展開されています。
そうした中、昨年度は会員
増強部門で表彰されるなど
法人会活動にもご尽力いた
だいている、とても頼もし
い�山代表でした。

（忠地恵子編集委員）

『頼 も し い 部 会 長 さ ん』

　　㈲高山自動車板金

　　　　 安曇野市豊科高家

 　　　　　　　代表取締役　�������

　AIU損害保険㈱は法人会
福利厚生制度受託企業として、損害保険の分野で
会員企業の皆様をサポートしています。そんな
AIUさんの松本支店で事務を担当しているのが山
田さんです。
　近年の保険業界は規制緩和や自由化により、業
界を取り巻く環境が大きく変わってきました。当
社も合理化推進の中で事務の集中化などが進めら
れると共に、2018年１月には合併によりAIG損害
保険㈱として生まれ変わります。今はそちらに向
けた準備や勉強に忙しい毎日を過ごされているそ
うです。
　松本で生まれ育った山田さんの信条は「お客様
第一主義で、お客様にご迷惑をおかけしないこと」。
保険を通じて地元の企業のお役に立ちたいと今の
会社に入社されました。体を動かすことが大好き
で今はゴルフがご趣味とのこと。時には法人会の
ゴルフ大会にも参加されることもあるそうです。
もの柔らかですが心の中はしっかりしている外柔
内剛な山田さんでした。

（大沢利充編集委員）

����
��������

AIU損害保険㈱松本支店
松本市本庄

���������
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１　労働者が会社に対して裁判で未払残業代を請
求する場合、民法の原則としては、支払いを請
求する労働者の側で実際に労働に従事した時間
を主張立証する必要があります。その際、本来
的には労働者は残業をした日ごとに何時から何
時までの残業をしたかを証明しなければ、判決
で、残業代の支払請求は棄却されることになり
ます。
　　もっとも、実際の裁判例では、労働者が日々
の労働時間を立証する証拠として、労働者が日
々記録していたメモ類や、会社から帰宅する前
に家族に送信したメールの記録などが採用され
る例が多く見られます。これに対して使用者の
側が、より正確な日々の労働時間を記録した資
料（タイムカードなど）を提出して有効な反論
ができなければ、労働者の提出した証拠に記載
された時間が労働時間であると推認され、判決
で残業代の支払請求が認められるケースが多く
みられます。
　　このように、裁判所が労働者の提出する証拠
から労働時間を認定する根拠として、近時、厚
生労働省労働基準局長の平成13年４月６日付通
達「労働時間の適正な把握のために使用者が講
ずべき措置に関する基準」（いわゆる「46通達」）
に言及する例が増えています。
２　46通達は、①使用者は、労働時間を適正に管
理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業
時刻を確認・記録すること、②使用者が始業・
終業時刻を確認・記録する方法としては、（ア）
使用者が自ら（又は労働時間の管理者が）直接
現認するか、（イ）タイムカード、ＩＣカードの
記録等の客観的な記録を基礎として確認・記録
することを原則としています。そして、③現認
や、客観的記録によらず、労働者の自己申告に
よる始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを
得ない場合には（ア）事前の十分な説明をする、
（イ）自己申告と実際の労働時間が合致してい
るか実態調査をする、（ウ）労働者の適正な自己

申告を阻害する目的で、残業時間数の上限を設
定するなどの措置を講じないこと、などが必要
としております。

　　この46通達自体には、使用者を拘束する強制
力はありません。しかし、残業時間が争われた
裁判例では、使用者が②又は③の措置を講じな
かったことによる不利益は、労働者ではなく使
用者が負うべきであるとの判断が前提となる傾
向が見られます。そして、裁判上のルールとし
て実質的には立証責任の転換が起こり、使用者
が客観的で正確な労働時間の記録を提出できな
かったために、労働者側の主張する残業時間が
判決で推認されるという結果が生じています。

３　未払残業代の支払請求では裁判で判決に至る
例は極めて少なく、裁判外（裁判外紛争解決手
続）を含めた和解や、労働局のあっせん、この
度に松本でも始まった労働審判手続、７月から
長野県でも開始される弁護士会ＡＤＲなどにお
いて和解的な解決をみることが多いのですが、
そのような場合でも、多くの裁判例で示されて
いるように、46通達で示されている使用者の労
働時間の適正管理措置がなされているかが重視
されているものと思われます。

　　このような残業代請求を避けるための企業の
とるべき対策としては、タイムカード等による
日々の客観的な労働時間の管理記録が求められ
てきました。

４　本年１月20日、46通達に代わって新たに厚生
労働省労働局長通達「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関するガイドラ
イン」が定められました。本ガイドラインは、
46通達を踏襲しつつ、労働時間の管理について
使用者の講ずべき措置を更に拡大しています。

　　本ガイドラインで新たに明示された内容とし
ては、次の点があります。
�　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置か
れている時間であり、使用者の明示又は黙示
の指示により労働者が業務に従事する時間は
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労働時間に当たります（これは、これまでに
判例で確立してきた考え方です）。例として、
着替え等の準備行為の時間、いわゆる手待時
間、業務上参加が義務づけられている研修や
訓練の時間、使用者の指示により業務に必要
な学習を行っていた時間も就業規則の始業・
終業時刻に限らず労働時間に該当することが
示されています。
�　タイムカード等による客観的な記録を用い
る場合でも、必要に応じて残業命令とこれに
対する報告書などを突き合わせることにより、
労働時間を確認・記録することが必要です。
�　自己申告制による労働時間の確認記録を行
う場合、労働者だけでなく、労働時間を管理
する者に対しても必要な措置について十分な
説明を行うことが求められます。パソコンの
使用時間記録などと自己申告時間との間に乖
離がないか調査をし、補正を行うことが必要
です。
�　賃金台帳に休日、時間外、深夜労働の時間
数などを適正に記入することが必要です。

�　タイムカード、その他の労働時間の記録に
関する資料は３年間保存とされています。

　　これらの措置も、法的には使用者に対する強
制力はありません。しかし、これまで裁判内外で
46通達が残業時間の判定で重視されてきた流れ
に加え、そもそも労働基準法の労働時間に関す
る規定が労働者の長時間労働を防止する目的で
定められ、今般のガイドラインの背景に過重・長
時間労働が社会問題化していることがあること
を考えたとき、今後は使用者が本ガイドライン
の措置を講じないことは、（特に、過労による体調
不良等が一因となって退職した従業員からの）
未払残業代請求のリスクを高めると思われます。

　　使用者としては、労働時間の管理に関しての
規程の整備と日々の記録、従業員に対する十分
な説明をすることが企業法務として必要と考え
られます。

　三浦法律事務所�����������三 浦 守 孝
�����������������	�
��������
�����������������������������������
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�������������
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　昨年度、組織強化の新しい取り組みとして４千
社に上る会員の皆様にお取引先やお知り合いの事
業所をご紹介いただいた「法人会やまびこ運動」
は、皆様からのご協力により大きな成果を上げる
ことが出来ました。（ご紹介件数:226件 ご入会件

数:83件）
　そこで本年度も５月から“法人会やまびこ運動”
をスタートし、この運動をきっかけに法人会の輪
をより一層広げていきたいと考えておりますので、
皆様のお力添えを引き続きお願い申し上げます。

�������	
�����

　当会会員企業の皆様にお知合いやお取引先の事
業所（法人・個人※支店・営業所等も）をご紹介
いただき、当会へのご入会のきっかけとさせてい
ただく運動です。

�������	
������������������

�������	
��	������������

�������	��
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�������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																					
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　丸の内地区といえば松本城や松本市役所を連想され
る方も多いのではないでしょうか。当地区は松本市の
行政や文化の中心地です。市役所に隣接する日本銀行
松本支店は長野県の金融界の元締めです。その近くに
本店を構えるのが松本信用金庫で、理事長の田中さん
は城西部会長を務めております。
　松本市の東側外堀にある片端の北隅から信州大学付
属中学校までの間を北深志といいます。かつて松本城
は深志城とも言われており、深志城の北側で北深志と
名付けられました。
　戦後、北深志の本通りは北部銀座と称し、松本一番
の小売商の集まりでした。本通りから脇道に入っても
お店がびっしりと並んでいました。しかし、昭和50年
代に入り、郊外に大型店が出店すると急速に商業が廃
れ、商店は廃業して今では住宅街となりました。
　一方、城西地区は駅に近く、道幅も拡張され、新興

企業も進出しかつての飲食街というイメージから変貌
を遂げつつありながらも、松本税務署、丸の内消防署
といった公の機能は今も残ります。
　長野県が教育都市、文化都市として全国に知れ渡る
象徴の一つが旧開智学校です。旧開智学校には隣接し
て松本市中央図書館があり、今でも地域の教育・文化
を育んでいます。

城西部会
該当エリア����������	
������
会員数�����
部会長�������	
����
部会長より�������	
	�������
�������	
������������

�������	
�������	�����

�������	
����

�������������������

��������	
��

��������������

―第42回通常総会開催― ―第38回通常総会開催―
　４月26日、青年部第42回通
常総会が開催され、昨年度の
事業・収支の報告、本年度の
事業・予算計画等が審議され
るとともに、役員改選がおこ
なわれました。青年部長につ
きましては伊藤修氏から廣田
伸一氏へのバトンタッチが行
われ、新体制での活動がスタ
ートしました。今回の総会をもちまして青年部をご卒
業される方々への記念品贈呈も行われました。

　４月19日、女性部第38回通常総会が松本東急REIホ
テルにて開催されました。予定されていた議事が全て
無事承認されました。
女性部でも役員改選が
行われ、引き続き作田
さんに女性部長をお務
めいただくことになり
ました。また総会に先
立ち、松本税務署郡司
統括官による税務講話
も開催されました。

� �����������������������������������

挨拶される作田女性部長

新たに就任された
廣田新部長　　　

�������	
���������	
����
��������������

「企業会計と税務の相違点」
（同時開催「社会人向け租税教室」）

　経理部門に新たに配属された方などを対象に、企
業会計と税務会計との基本的な違いを学んでいただ

く研修会を開催いたします。大勢の皆様のご参加をお
待ちしております。

【開催日】５月10日（水）14時より　※受講料：無料
【内　容】「社会人向け租税教室」………14：00～14：45
　　　　　「企業会計と税務の相違点」…14：50～16：30
【講　師】松本税務署担当官
【お申込】事務局まで　（�0263-35-8080）
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福利厚生のページ
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決算説明会（法人税・消費税の説明会/４月決算法人対象）
５月30日�　午後２時より
　　　　　　　　　　　　　　大同生命ビル１階　第一会議室

５月の予定
９日税制委グループ会議、上高地・白骨温泉旅館
部会総会・税務研修会　10日女性部幹事会、青年
部第七委・幹事会、税務入門(おさらい)講座　12
日正副会長会、理事会　16日山形部会税務研修会・
総会　17日安曇部会総会・税務研修会　18日三郷
部会総会・税務研修会　19日朝日部会税務研修会・

　平成29年度の自動車税の納期限は５月31日（水）です。自動車税は必ず納期限までに納めましょう。
　自動車税は４月１日午前０時に自動車を所有している方に課税されます。お手元に届けられる納税通知
書により、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは県税事務所で納付してください。
　なお、コンビニエンスストアなら24時間いつでも納付することができますのでご利用ください。
　自動車税を納めていただいた際にお渡しする領収書には「納税証明書」がついています。これは、継続
検査（車検）を受けるときに必要となりますので、車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。
　なお、「納税通知書が届かない」「所有していない自動車の納税通知書が届いた」「身体障がい者等の減免
を受けたい」などのご相談は、中信県税事務所　電話（0263）40－1905（直通）までお問い合わせくださ
い。
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　当会親睦事業開催時にお預かりした「チャリティー
募金」を原資の一部として、2017シーズンも松本山雅
ＦＣへのサポート(パートナーカンパニー 10)を実施し
ております。　
　その返礼としていただきました主催試合観戦チケッ
トをご希望される方に抽選でプレゼントいたします。
下記方法にてご応募下さいますようお願い申し上げま
す。
【応募方法】
　①お名前　②企業名　③ご連絡先（住所・電話番号）
④ご希望される試合※お一人様１試合とさせていただ
きます。下の『対戦スケジュール』をご確認いただき、
「試合日」と「対戦チーム」をご記入下さい 。（ご希
望の試合に外れても、他の試合に当選される場合もご
ざいます。）
　上記４項目をご記入いただき、法人会事務局にＦＡ

� �����

Ｘ（36－0839）で、５月19日(金)までにご返信いただ
� �����������������������������������

きますようお願い申し上げます。（当選者の発表はチ
� �������������������

ケットの発送をもって代えさせていただきます。）
� �������������������������������������������������

【注意点】
・チケットは会場：アルウィン/ホーム自由席です。
・各試合チケットは２枚ございます。１名の方にペア
でプレゼント。

・今回は６月４日[vs東京ヴェルディ ]～８月１6日[vsモ
ンテディオ山形]までのチケットです。以降の試合
は後日ご案内いたします。

【お問い合せ】
　法人会事務局（電話：0263-35-8080）

キックオフ時間対戦チーム試合日節
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『対戦スケジュール』
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� ��������������������������������

総会　22日筑北部会総会・税務研修会　23日波田
部会税務研修会・総会　24日堀金部会総会・税務
研修会　25日梓川部会総会・税務研修会　29日第
５回通常総会等　30日決算説明会
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◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839
編集人　 塚 田 哲 夫
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）

印刷所　信州印刷株式会社
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吉葉山と白鵬　相撲趣味の館
（安曇野市豊科）

　古今の相撲関
連の貴重なコレ
クションが多数
収蔵されており、
一般に公開され
ています。館主
は学生相撲の出
身で、現在相撲
甚句の指導をさ

れています。見学は要申込で�0263-72-2031西村さ
ん宅まで。（忠地恵子編集委員）
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